
 
 
 

 

平成２６年１１月１２日 平成 

令和３年２月２６日 

松山河川国道事務所 
 

大雪注意報発令に伴う注意喚起 
 

－大雪の恐れがある時は不要不急の外出を控えてください－ 
 

現在、愛媛県内において四国中央市、新居浜市、西条市、久万高原町に「大

雪注意報」が発令されています。  

山間部を中心に大雪となる場合がり、普段積雪の少ない平地部でも積雪と

なる可能性があります。 

 

○２月１７日に国道５６号において冬用タイヤを装着していないトラック

のスタックにより道路が塞がれたため、４時間をこえる通行止めを実施し、

大規模な渋滞が発生しました。 

 

○大雪が予想される場合は、不要不急の外出を控えていただくとともに、や

むを得ず外出をされる場合は、冬用タイヤやタイヤチェーンの早期装着等

について、ご理解ご協力をお願いします。 

  

 ○大雪時には、早い段階で通行止めを行い、集中的・効率的に除雪を実施

する場合があります。大雪の際は、通行ルートの見直しなど広域迂回も

検討されるよう、ご協力をお願いします。 

 

 ○最新の気象情報等に留意し、外出が必要な場合には十分な時間的余裕を

持って行動いただくようお願いします。 
 

※大雪により立ち往生した場合・立ち往生車両を見つけた場合は、道路緊急

ダイヤル＃９９１０（２４時間受付・無料）までお知らせください。 

 
 

【問い合わせ先】  （○：主な問い合わせ先） 

国土交通省 四国地方整備局 松山河川国道事務所  電話: 089-972-0034（代表） 

副所長（道路）      岩佐
い わ さ

 隆
たかし

  （内線２０５） 

○道路管理第一課長   松本
まつもと

 洋一
よ う い ち

 （内線４３１） 



冬用タイヤを着用していない一部トラックのスタック状況



凍結路面の　　　　　恐怖！凍結路面の　　　　　恐怖！

夏用タイヤのままでの不要・不急のお出かけはお控えください。夏用タイヤのままでの不要・不急のお出かけはお控えください。

スリップすれば加害　  に！スリップすれば加害　  に！

都道府県道路交通法施行細則または道路交通規則にて積雪または凍結した路面での冬用
タイヤの装着等いわゆる防滑処置の義務が規定されています。（沖縄県を除く）
違反行為については、反則金が適用される場合があります。（大型:7千円、普通:6千円）

止まらない
車

冬の道路は危険がいっぱい！自分のために、家族のために、
みんなのために、早めの冬用タイヤ装着をお願いします。

を行ってください。

ま
た
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チェーン規制区間
予防的通行規制区間

・日陰部
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予防的通行規制区間とは 国が管理する道路において、大雪時に急な上り坂で大型車等が立ち往生しやすい場所等を選定し、
集中的・効率的に優先して除雪を行う区間をいいます。

チェーン規制区間とは 大雪特別警報等が発令され、冬用タイヤでの走行が困難な路面状況になった場合に、
従来であれば通行止めとなる状況において、タイヤチェーン装着車の通行を可能とする区間をいいます。




